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P.31～33 検査当日のタイムスケジュール
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（質問２） 明細外貨物など事情確認中の場合は、荷主からの事情確認の結果
を待ってからISS入庫状況登録業務を行えばよいか。

【回答】 倉庫への搬入作業が終わり次第、速やかに「ISS入庫状況登録業務」
を行ってください。

輸入貨物の現物検査実施に関するQ&A

（質問１） 他の貨物と外装が異なる貨物があった場合、開梱して中身を確認し、
ISS入庫状況登録業務を行えばよいか。

【回答】 品名違い、EST違い、箱違い等の異常貨物は、開梱等は行わず、
動物検疫所に報告し、 ISS入庫状況登録業務を行ってください。

※現物検査前の貨物を、家畜防疫官の指示なく開梱してはいけません。
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（質問４） 検査実施日よりも2日以上前にISS入庫状況登録業務が完了してい
る貨物は、いつ通知されたパレット指示番号を準備するのか。

【回答】 検査希望日（横浜・川崎の場合は前日夕方）に通知されたパレット指
定番号のものを御準備ください。

輸入貨物の現物検査実施に関するQ&A
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（質問３） 土曜日にISS入庫状況登録業務が完了した貨物は、いつ通知され 
たパレッ ト指示番号を準備するのか。

【回答】 パレット指定番号の通知は、月曜～金曜日に行います。

土曜日にISS入庫状況登録業務をした場合、翌月曜日の朝（祝日の
場合はその翌日）に通知するパレットを準備ください。

※パレット指定番号の通知は、検査場所指定申請時の補足説明書に記載され
ているメールアドレスに送信します。

メール配信先の追加、修正を御希望の場合は御連絡ください。
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（質問６） パレット積み付けを理解していれば、番号を表示しなくてもよいか。

【回答】 倉庫へ搬入した貨物については、パレットごとに識別可能な番号を
表示してください。

※「畜産物の輸入検査要領」に基づき、現物検査は無作為抽出で実施する必要
があるため、御協力をお願いいたします。

輸入貨物の現物検査実施に関するQ&A

3

（質問５） 通知されたパレット指定番号は17番だったが、貨物のパレットは10
番までしかないときは、何番を準備するのか。

【回答】 7番を準備してください。（指定されたパレット番号が総パレット数を
超える場合は、再度1番のパレットに戻ってカウントを継続し、以後、
該当パレットが特定できるまで繰り返してください。）

※なお、指定パレットがリマーク品の場合は、正常貨物のパレットに該当するま
でさかのぼって準備してください。
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（質問８） 指定を受けたパレット以外の貨物は、準備しなくてよいか。

【回答】 現物検査実施の場合、指定を受けたパレット番号に積みつけられた
貨物以外に、初回品、リマーク品があるものについては、その貨物も
併せて御準備ください。

輸入貨物の現物検査実施に関するQ&A
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（質問７） 指定を受けたパレット番号の貨物は、家畜防疫官が来てから出せば
よいか。

【回答】 検査実施予定時間を参考に、家畜防疫官が到着する前までに貨物を
準備してください。

※円滑な現物検査のため、厳格な低温管理を要する特殊な貨物を除き、家畜
防疫官が到着する前までに貨物を御準備願います。
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（質問９） 指定を受けたパレット番号のパレットに積みつけられた貨物の梱包数
は、開梱数分あれば問題ないか。

【回答】 開梱数は、２倍以上の数から無作為抽出する必要があります。

このため、指定パレットに積みつけられた貨物の梱包数が開梱数の２
倍に満たない場合は、必要梱包数確保のため１つ前の番号のパレット
も併せて準備してください。

※必要な開梱数は、「畜産物の輸入検査要領」の最新版を御確認ください。

 本要領は、動物検疫所HPで閲覧できます。

輸入貨物の現物検査実施に関するQ&A
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（質問１０） 現物検査実施の時は、駐車場を確保しないといけないか。

【回答】 駐車場の確保をお願いします。

※家畜防疫官が到着した際に駐車場が確保されていない場合、検査実施不可と
判断する場合がありますので御注意ください。
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（質問１１） 現物検査時に、動検シールを準備しておく必要があるか。

【回答】 現物検査の際に確認できるよう、準備してください。

※動検シールは、すぐに提示できるよう御準備願います。

輸入貨物の現物検査実施に関するQ&A
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（質問１２） 現物検査時に開梱作業等の補助をしなくてもよいか。

【回答】 円滑な現物検査実施のため、開梱作業等の補助をお願いします。

※各指定検査場所で作成いただいている手順書に、現物検査実施の際は、

 補助作業を行うことが明記されています。
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（質問１３） 指定検疫物票は貨物に表示しなくてもよいか。

【回答】 表示をお願いします。

（コンテナ検査の場合や自動倉庫等の特別な場合を除く。）

※「畜産物の輸入検査要領」に基づき、指定検査場所に蔵置する指定検疫物に
指定検疫物票を表示する必要があります。

輸入貨物の現物検査実施に関するQ&A

（質問１４） デバン作業に荷主が立ち会う場合、動物検疫所への報告は必要か。

【回答】 報告は不要ですが、立会い時には、動物検疫の倉庫担当者が、「写
真撮影等の目視確認のみで貨物を開梱しない」等、必要事項を伝
達してください。

ただし、サーベイ等により、デバン時に開梱の希望がある等の場合
には、事前に御相談ください。
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① 指定処理施設（EST）

② 商標（マーク）

③ 品名

④ コンテナ番号

⑤ シール番号

①

③④⑤

定まった項目はないが、
申請書備考欄に記載されることが多い

積替地が記載されており、シールが脱落し
たり、H/C記載のシール番号と異なる等の
異常があれば、輸入不可になる可能性あり

輸入検査申請書の読み方
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②

種類欄の品目コードが「P」や「0」で始まる場
合を除き、指定検疫物となります。



ダンボール箱の荷物のイラスト

動検

品名：Beef  Tongue

H/C 
No.1082

Est. 

101

コンテナ番号：
XXV0442877412

シール番号：
XXX111

・シールが脱落していないか

・コンテナ番号/シール番号が
H/Cと一致しているか

異常があれば作業を中止し、
速やかに動物検疫所へ連絡

H/Cの記載事項と一致
しているか確認

指定検疫物の場合、
H/C以外の書類での
確認は不可

・EST、品名、マーク、H/C番号が
H/Cと一致しているか

・外装が異なっている物はないか
（デザイン違い等）

・異様に軽い/重い貨物はないか
（入軽/入重等）

・２重ラベルなど、ラベルに異常は
ないか

タリーシートに記録
動物検疫所へ報告（ISS）

貨物の確認

H/C
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https://4.bp.blogspot.com/-4sy6TXnNRI4/WYAyfMUxf9I/AAAAAAABF2A/Sca_FQ8rtf8FvM6dYrzR0EeykwIPwSOSQCLcBGAs/s800/yuubin_takuhaiin_box.png


➢ Slaughter House：と畜施設

➢ Cutting Plant：肉をカットする施設（Manufacturing Plantの場合もあり）
商品が生肉の場合は最終施設になることが多い。
【ブラジルの鶏肉、アメリカの豚肉・牛肉など】

➢ Processing Plant：肉を加工する施設（Manufacturing Plantの場合もあり）
商品が加工品の場合は最終施設となる。
【中国の鶏からあげ・スペインの豚ソーセージ等】

➢ Marks(Shipping Mark, Identification Mark)：商標
空欄、N/Mなどは「マークなし」となる。
品名は日本語名で記載されていてもOK
※H/C：Steamed Dumpling、 現物：蒸し餃子 → 同一と判断できればOK

➢ H/C番号は、アメリカ・カナダの場合、外装に記載あり

＜食肉の場合＞

貨物の確認
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②
③

①

④⑤

① 指定処理施設（EST）

② 商標（マーク）
K in diamond
等の違いは、同じ商標と
判断して問題ありません。
記載なし、N/M等は、
商標なしとなります。

③ 品名

④ コンテナ番号

⑤ シール番号

Ｋ
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H/Cの読み方の例（タイ 加熱処理家きん肉）



①②③

④

① 指定処理施設（EST）

② 商標（マーク）空欄、N/M等の記載は商標なしとなります

③ 品名

④ H/C番号

⑤ シール番号

⑥ H/Cコンテナ番号（手書きされる場合がある）
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H/Cの読み方の例（米国 家きん肉・偶蹄類肉）

⑤

⑥



➢ Processing Plant：乳製品を製造する施設（Manufacturing Plantの場合も）
外装にEST番号が記載されない国もある → 工場名が記載されていればOK
工場の確認ができない場合は、ISSで報告願います。

➢ Marks(Shipping Mark、Identification Mark)：商標
空欄、N/Mなどはマークなしとなる
品名は日本語名で記載されていてもOK
※H/C：Cheddar Cheese、 現物：チェダーチーズ → 同一と判断できれば可

➢ H/C番号は、アメリカ・カナダの場合もなし

貨物の確認
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＜乳製品の場合＞



①

①③

③

②

④⑤

① 指定処理施設（EST）＊

② 商標（マーク）

③ 品名＊＊

④ コンテナ番号

⑤ シール番号

＊ １ページ目のESTは保管施設を記載している場合が
あり、２ページ目のESTと異なることがある。
→この場合、２ページ目のESTが製造場所を指す。

＊＊品目が多数ある場合は、2ページ目に記載される。

１ページ目 ２ページ目
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H/Cの読み方の例（フランス 乳製品）



輸入停止品の取り扱い

輸入停止品とは
従来輸入できていた国・地域で家畜・家きんの伝染性疾病が発生したことにより、
一時的に輸入が停止されている物
全土で停止となる場合のほか、地域を限って停止する場合もある（地域主義）
例）スペインでアフリカ豚熱の発生、ブラジルで高病原性鳥インフルエンザの発生

海上輸送中に輸出国で疾病が発生す
ると…輸出国全土あるいは疾病発生
地域から輸入ができなくなる

海上輸送中の貨物は輸入できる？

別途定める日を境界にして輸入の可否が
決まる

コンテナ内には輸入可の物と不可の物が
混在する場合あり

仕分けダンボール箱の荷物のイラスト ダンボール箱の荷物のイラスト

輸入停止品の取扱い
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別途定める日とは
・疾病発生国・地域において、輸入停止品の境界線となる日
・別途定める日よりも前に梱包まで完了していれば、輸入停止品の対象外

・別途定める日は、動物検疫所HPに掲載

①畜産物の輸出入をクリック

②輸出入停止措置情報をクリック

例：ブラジルからの鶏肉の場合

輸入停止品の取扱い
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③家きんや家きん肉の輸入を一時停止し
ている国・地域はこちらをクリック

④家きん肉等はこちらのうち、
ブラジルをクリック

肉や卵・卵製品

輸入停止品の取扱い（ブラジル家きん肉の例）
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⑤対象地域（市町村単位の地域主義）・別途定める日を確認

・対象地域
→どこの地域が輸入できないのか

・別途定める日
→いつから輸入できないのか

清浄性の確認後、輸入停止措置が解除される

輸入停止品の取扱い（ブラジル家きん肉の例）
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輸入可能
（別途定める日）

＜サンタカタリーナ州メレイロ市の場合＞

2025年６月14日 2025年11月13日
＊梱包まで完了

輸入可能
（解除措置年月日）

2025年６月13日
以前

輸入停止期間

2025年11月14日
以降

輸入停止品の取扱い（ブラジル家きん肉の例）
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輸入可能
（別途定める日）

ダンボール箱の荷物のイラスト

Date of 

Production：
2025/06/06

＜サンタカタリーナ州メレイロ市の場合＞

H/C

Date of Packingを確認

2025年６月14日 2025年11月13日
＊梱包まで完了

輸入可能
（解除措置年月日）

2025年６月13日
以前

輸入停止期間

2025年11月14日
以降

１３/06/2025-14/11/2025

＜各カートンの製造日及びH/CのDate of Packingを確認を確認＞

06/06/2025-13/06/2025は輸入可能

14/06/2025-13/１１/2025は輸入不可
ブラジルの場合、Production=Packingと確認済み
他の国については、申請者に確認する場合があります

輸入停止品の取扱い（ブラジル家きん肉の例）
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① 生産地、と殺施設、カット施設、加工施
設が輸入停止対象地域でないか

② 生産地、と殺施設、カット施設、加工施
設が、輸入停止対象地域に該当する場
合、
・ と殺日から梱包日までが、別途定め
る日以前であるか
又は

・ と殺日が、輸入停止措置解除日以降
であるか

①

②

輸入停止品の取扱い（ブラジル家きん肉の例）
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①

①

と殺日 梱包日



輸入停止品の取扱い（スペイン豚肉の例）
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スペインでアフリカ豚熱が発生し、全土から豚肉の輸入停止。
ただし、別途定める日が2025年10月29日に設定された。
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H/C本体（ANNEXが発行されるケースも多い）
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輸入停止品の取扱い（スペイン豚肉の例）

H/C本体（ANNEXの場合もある）には
と殺日、カット日、加工日は記載されるが、
梱包日の記載がない・・・

別途、梱包日について追加レターが発行される。
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① Batch number

② 梱包日

スペインでアフリカ豚熱（ASF）が発生して以降、
梱包日を確認するため、追加レターが発行

梱包が2025年10月29日以前に完了している物のみ
輸入停止措置の対象外（令和８年５月26日現在）
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②①

✓ 現物外装に、追加レターに記載のBatch number
及び梱包日ではない物があった場合、輸入停止
措置の対象である可能性が高い。

✓ 通常実施している３点確認に加え、追加レター
に記載されたBatch number及び梱包日を現物と
照合してください。【重要！】

輸入停止品の取扱い（スペイン豚肉の例）
追加レター



輸入停止対象の貨物が搬入された場合は、貨物外装に表示されている製造日を確認し、
輸入停止品と輸入可能な貨物の仕分けをお願いします。

ダンボール箱の荷物のイラスト

Date of 

Production：
2025/8/17

輸入停止品（不合格貨物）の量が多量で、
不合格貨物蔵置場所に蔵置しきれない場合は、
動物検疫所へ御相談ください。

ISS報告時にも、輸入停止品が含まれるか否か
御報告願います。

製造日（梱包日）が、
・別途定める日よりも前であるか or
・輸入停止措置の解除日よりも後であるか

ISS入力文言一覧 4.その他 参照

輸入停止品の取扱い

25
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10

検査対象パレット計算ファイル使用方法

①空欄の各項目を入力。
②共通番号には、パレット指定メールの
「パレット指示共通番号」を入力。

③指定パレット番号が表示されたら、印
刷ボタンを押す。

26

東京出張所管轄の指定検査場所に配布されている計算ファイル（指定されたパレット番号が実
際のパレット枚数より多いとき、パレットの何番目が該当パレットなのか計算可能）の使用方法
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検査対象パレット計算ファイル使用方法

27

計算ファイルから出力される「パレット指定票」を、現物検査時に準備

※横浜港、川崎港においては、こちらのファイルの使用は任意です。
御希望される場合はファイルをお渡ししますのでお知らせください。R8.5.26 京浜港、千葉港 動物検疫所実務講習会 参考資料



検査希望日の前開庁日17時
までに入庫報告された貨物

･前開庁日17時に配信された指示メールを確認
･指定されたパレット番号の貨物を準備

検査希望日の前開庁日17時
～当日８時半までに入庫報告
された貨物

･当日８時半に配信された指示メールを確認
･指定されたパレット番号の貨物を準備

17:00 8:30

当日前日

①

②

指定パレットの準備について横浜港

28

【現物検査】＜指定パレットの準備＞＜輸入＞
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時間外検査

申請ごとに指定パレット番号を指示します
検査希望日の当日15時までに
入庫報告された貨物

検査希望日の前開庁日17時
～当日８時半までに入庫報告
された貨物 17:00

当日前日

①

②

通常検査

指定パレットの準備について川崎港

29

【現物検査】＜指定パレットの準備＞＜輸入＞

検査希望日の前開庁日17時
までに入庫報告された貨物

･当日８時半に配信された指示メールを確認
･指定されたパレット番号の貨物を準備

･前開庁日17時に配信された指示メールを確認
･指定されたパレット番号の貨物を準備

8:30
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8:15

当日

30

指定パレットの準備について東京・千葉港

【現物検査】＜指定パレットの準備＞＜輸入＞

検査希望日の前開庁日17時
～当日８時半までに入庫報告
された貨物

･当日８時１５分に配信された指示メールを確認
･指定されたパレット番号の貨物を準備

指定されたパレット番号が積みつけたパレット枚数より多い場合、検査対象パレット計算
ファイルを使用。各項目に入力後、パレット指定票を出力。

※出力した指定票は申請が複数欄に分かれている場合、欄ごとに印刷し検査官に提示
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検査当日のタイムスケジュール

8:30

9:00

9:10

9:20

9:30

９：４０

動物検疫所 申請者 指定検査場所

開庁：現検判定開始

現検スケジュール調整

横浜コース出発

検査場所着＆検査開始

現検有無の確認
＆

検査時間の確認

検査場所着＆検査開始 検査開始

現検有無の確認
＆

検査時間の確認

双方でやりとり

検査準備
（パレット、検査台

etc…）

コースへ出発

パレット指示メール受信

～～

横浜港

31
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検査当日のタイムスケジュール

8:30

9:00

9:10

9:20

9:30

10:00
～

動物検疫所 申請者 指定検査場所

開庁：現検判定開始

現検スケジュール調整

川崎コース出発

検査場所着＆検査開始

現検有無の確認
＆

検査時間の確認

検査場所着＆検査開始 検査開始

現検有無の確認
＆

検査時間の確認

双方でやりとり

検査準備
（パレット、検査台

etc…）

コースへ出発

パレット指示メール受信

～～

～～

川崎港

32
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8:30

9:00

9:10

9:20

9:30

10:00
～

動物検疫所 申請者 指定検査場所

開庁：現検判定開始

現検スケジュール調整

東京各コース出発

検査場所着＆検査開始

現検有無の確認
＆

検査時間の確認

検査場所着＆検査開始 検査開始

現検有無の確認
＆

検査時間の確認

双方でやりとり

検査準備
（パレット、検査台

etc…）

各コースへ出発

パレット指示メール受信

～～

～～

検査当日のタイムスケジュール東京・千葉港

千葉コース出発

33
R8.5.26 京浜港、千葉港 動物検疫所実務講習会 参考資料



回送手続について

34

家畜伝染病予防法 第４０条３項及び４項から抜粋

３ 第一項の規定による検査は、動物検疫所又は第三十八条の規定により指定された港若し
くは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。ただし、特別の事由があるときは、農林
水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。

４ 家畜防疫官は、監視伝染病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、第一項の
検査を受ける者に対し指定検疫物を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指
示することができる。

• 指定検疫物の検査は、家畜防疫官が指定した場所で行う

• 指定検疫物の移動（回送）には家畜防疫官の指示が必要

→回送申請を行い、回送指示を受ける必要がある
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回送手続きについて

35

• 同一港内（京浜港内は同一港とみなします）
での回送については、原則回送申請不要

• 一方、他港の指定場所への回送には
回送申請が必要

※関連通知：輸入畜産物等を収納する海上コンテナの取り扱い要領について

不適切事例
・京浜港内に到着した乳製品について、回送申請を失念し、回送指示を受けずに他港へ回送した

・京浜港内に到着した乳製品について、コンテナが破損していたにもかかわらず、到着港の動物検疫
所へ連絡せずに回送していた

回送申請
(NACCS)

回送指示

自動発行 手動発行

書類検査

申請書類の提出

回送申請のイメージ

☆動検完了前の指定検疫物の移動には要注意！
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問い合わせ窓口

動物検疫所検疫部畜産物検疫課
TEL：０４５－２０１－９４７８
FAX：０４５－２１２－４６２３

e-mail:aqs.yokchiku@maff.go.jp

川崎出張所
TEL:０４４－２８７－７４１２
FAX:０４４－２８７－７４１３

e-mail:aqs.kws@maff.go.jp

東京出張所
TEL:０３－３５２９－３０２１
FAX:０３－３５２９－３０２５

e-mail:aqs.tyo@maff.go.jp
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